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Ⅰ　サービスのしくみ
⑴サービスを受けるまで

①障害者総合支援法の全体像
②支給プロセスと支援区分の認定
③支給決定のしくみ
④利用者負担の認定
⑤受給者証の交付と更新の申請

⑵サービス内容と指定基準
①サービス事業所・施設の指定
②相談支援の体系と計画相談支援
③地域相談支援
④居宅における生活支援
⑤日中活動と住まいの場の提供
⑥訓練等給付
⑦障害児を対象としたサービス

⑶事業所での給付費の請求
①介護給付費等の請求と支払い
②電子請求受付システム
③簡易入力システムを使用した請求

⑷30年度改定のポイント
①報酬改定の基本的方向性
②請求様式等の改正

Ⅱ　単位数表
第１章　障害者総合支援法
⑴計画相談支援
⑵地域相談支援

本書の構成（予定）

⑶障害福祉サービス
①居宅介護
②重度訪問介護
③同行援護
④行動援護
⑤療養介護
⑥生活介護
⑦短期入所
⑧重度障害者等包括支援
⑨施設入所支援
⑩自立訓練（機能訓練）
⑪自立訓練（生活訓練）
⑫就労移行支援
⑬就労継続支援Ａ型
⑭就労継続支援Ｂ型
⑮就労定着支援
⑯自立生活援助
⑰共同生活援助

第2章　児童福祉法
⑴障害児相談支援
⑵障害児通所支援

①児童発達支援
②医療型児童発達支援
③放課後等デイサービス
④居宅訪問型児童発達支援
⑤保育所等訪問支援

⑶障害児入所支援
①福祉型障害児入所施設
②医療型障害児入所施設

Ⅲ　指定基準
⑴計画相談支援
⑵地域相談支援
⑶障害福祉サービス
⑷障害児相談支援
⑸障害児通所支援
⑹障害児入所支援

Ⅳ　関係告示・通知
⑴算定基準関係
⑵指定基準関係
⑶医療保険・介護保険等との調整

Ⅴ　疑義解釈
⑴平成30年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑵30年度システム等に係るＱ＆Ａ
⑶平成27年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑷26年度制度改正に関するＱ＆Ａ
⑸25年度相談支援に関するＱ＆Ａ
⑹24年度報酬改定に関するＱ＆Ａ

Ⅱ－1－３　障害福祉サービス 第１　居宅介護
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居宅介護
１　居宅介護サービス費

イ　居宅における身体介護が中心である場合
⑴　所要時間30分未満の場合 245単位
⑵　所要時間30分以上１時間未満の場合 388単位
⑶　所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 564単位
⑷　所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 644単位
⑸　所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 724単位
⑹　所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 804単位
⑺　所要時間３時間以上の場合　 884単位に所要時間３時間から計算して所要時間30分を増

すごとに80単位を加算した単位数
ロ　通院等介助（身体介護を伴う場合）が中心である場合

⑴　所要時間30分未満の場合 245単位
⑵　所要時間30分以上１時間未満の場合 388単位
⑶　所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 564単位
⑷　所要時間１時間30分以上２時間未満の場合 644単位
⑸　所要時間２時間以上２時間30分未満の場合 724単位
⑹　所要時間２時間30分以上３時間未満の場合 804単位
⑺　所要時間３時間以上の場合　 884単位に所要時間３時間から計算して所要時間30分を増

すごとに80単位を加算した単位数
ハ　家事援助が中心である場合

⑴　所要時間30分未満の場合 101単位
⑵　所要時間30分以上45分未満の場合 146単位
⑶　所要時間45分以上１時間未満の場合 189単位
⑷　所要時間１時間以上１時間15分未満の場合 229単位
⑸　所要時間１時間15分以上１時間30分未満の場合 264単位
⑹　所要時間１時間30分以上の場合　 298単位に所要時間１時間30分から計算して所要時間

15分を増すごとに34単位を加算した単位数
ニ　通院等介助（身体介護を伴わない場合）が中心である場合

⑴　所要時間30分未満の場合 101単位
⑵　所要時間30分以上１時間未満の場合 189単位
⑶　所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 264単位
⑷　所要時間１時間30分以上の場合　 331単位に所要時間１時間30分から計算して所要時間

30分を増すごとに67単位を加算した単位数
ホ　通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 97単位

第１ 算定構造→67頁

２．介護給付費
⑴　居宅介護サービス費
〔１・イ～ホ／注４〕居宅介護サービス費の算定について〔第二・２・⑴・①〕
　居宅介護の提供に当たっては，指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅
介護計画に基づいて行われる必要がある。なお，居宅介護については，派遣される従業者の種別により所定単
位数が異なる場合があることから，居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては，派遣される従業
者の種別についても記載すること。
　事業者は，当該居宅介護計画を作成するに当たって，支給量が30分を単位（家事援助においては，最初の30
分以降は15分を単位とする。）として決定されることを踏まえ，決定された時間数が有効に活用されるよう，
利用者の希望等を踏まえることが必要である。
　また，指定居宅介護等を行った場合には，実際に要した時間により算定されるのではなく，当該居宅介護計
画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。
　なお，当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が，実際のサービス提供と合致しない場合
には，速やかに居宅介護計画の見直し，変更を行うことが必要であること。

〔１・イ～ニ／注４〕基準単価の適用について〔第二・２・⑴・②〕
　居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり，かつ，これが継続する
場合は，当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。

〔１・イ～ニ〕居宅介護の所要時間〔第二・２・⑴・③〕
㈠　居宅介護の報酬単価については，短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて，所要時間30分
未満の「居宅における身体介護が中心である場合」（以下「身体介護中心型」という。）など短時間サービス
が高い単価設定になっているが，これは，１日に短時間の訪問を複数回行うことにより，居宅における介護
サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり，利用者の生活パターンに合わせて居宅介
護を行うためのものである。したがって，単に１回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく，
１日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては，概ね２時間以上の間隔を空けなければならないものとす
る。別のサービス類型を使う場合は，間隔が２時間未満の場合もあり得るが，身体介護中心型を30分，連続
して「家事援助が中心である場合」（以下「家事援助中心型」という。）を30分，さらに連続して身体介護中
心型を算定するなど，別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは，単価
設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり，この場合，前後の身体介護を１回として算定する。なお，身体
の状況等により，短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や，別の事
業者の提供する居宅介護との間隔が２時間未満である場合はこの限りではない。
㈡　１人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居宅介護を行った場合も，１回の居宅介護として
その合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
㈢　「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。ただし，夜間，深夜及び
早朝の時間帯に提供する指定居宅介護等にあってはこの限りでない。所要時間とは，実際に居宅介護を行っ
た時間をいうものであり，居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。

〔１・イ，ホ／注５〕「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分〔第二・２・⑴・⑧〕
　「通院等乗降介助」又は「通院等介助（身体介護を伴う場合）」を行うことの前後において，居宅における外
出に直接関連しない身体介護（入浴介助，食事介助など）に30分～１時間以上を要しかつ当該身体介護が中心
である場合には，これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場
合には，「通院等乗降介助」及び「通院等介助（身体介護を伴う場合）」の所定単位数は算定できない。なお，
本取扱いは，「通院等介助（身体介護を伴わない場合）」の対象者には適用しないものであること。

〔１・ロ，ホ／注６〕「通院等乗降介助」と「通院等介助（身体介護を伴う場合）」の区分〔第二・２・⑴・⑦〕
　「通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間（20分～30分程度以上）を要しかつ手間の
かかる身体介護を行う場合には，その所要時間に応じた「通院等介助（身体介護を伴う場合）」の所定単位数
を算定できる。この場合には，「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。
（例）　（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後，ベッドから車い
すへ移乗介助し，車いすを押して自動車へ移動介助する場合。
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4　介護給付①　居宅における生活支援Ⅰ–2　サービス内容と指定基準

◎居宅介護は，利用者の居宅で，入浴，排せつまたは食事の介護等を行います。重度訪問介護は，
重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害で行動に著しい困難を有する人が対象です。

◎同行援護は，視覚障害のため移動に著しい困難を有する人に移動の際の支援を，行動援護は，行
動する際に生じる危険を回避するために必要な援護，外出時の介護等を行います。

◎重度障害者等包括支援は，介護の必要性がとくに高い人に複数のサービスを包括的に行います。
◎短期入所は，介護者が病気などの場合，短期間，夜間も含め施設で介護などを行うものです。

　利用者が居宅で自立した日常生活・社会生活を営むことができるよ
うに，身体その他の状況や置かれている環境に応じて，入浴・排せつ・
食事等の介護，調理・洗濯・掃除等の家事，生活等に関する相談や助
言，その他の生活全般にわたる援助を行います。
●居宅介護の対象者
　障害支援区分１以上の障害者と，これに相当する支援の度合いに
ある障害児です。ただし，通院等介助（身体介護を伴う場合）※1は，
①障害支援区分２以上で，②障害支援区分の認定調査項目で次のいず
れか１つ以上に認定されている人が対象です。

4 介護給付①　居宅における生活支援

1　居宅介護（ホームヘルプ）

◆居宅介護サービス費（図中の青い囲み・単位数は平成27年4月改正分）

●居宅介護の報酬
　①居宅における身体介護，②家事援助，③通院等介助（身体介護を
伴う場合），④通院等介助（身体介護を伴わない場合），⑤通院等乗降
介助の５つに区分されています。基本単位数は，介護福祉士・実務者
研修修了者・居宅介護職員初任者研修修了者等がサービス提供を行っ
た場合※2に算定できます。

※1 医療機関への通院，公的
機関での手続，地域移行支
援事業所・地域定着支援事
業所・特定相談支援事業
所・障害児相談支援事業所
への訪問，障害福祉サービ
ス事業所の見学などを利用
目的としています。

※2 障害者居宅介護従業者基
礎研修修了者等が行った場
合は，減算されるしくみと
なっています。

注

基礎研修
課程修了
者等

×70
／ 100

×90
／ 100

×90
／ 100

×200
／ 100

＋15
／ 100

注

重度訪問
介護研修
修了者

1時間未満
（183単位）
1時間以上1
時間30分未
満（273単
位）
1時間30分
以上2時間
未満（364
単位）
2時間以上2 
時間30分未
満（455単
位）
2時間30分
以上3時間
未満（546
単位）
※3時間以
上（629単
位に30分を
増すごとに
+83単位）

注

２人の居
宅介護従
業者

注

夜間もし
くは早朝
又は深夜

夜間もし
くは早朝
＋25
／ 100

深夜
＋50
／ 100

（Ⅰ）
＋20
／ 100

（Ⅱ）
＋10
／ 100

（Ⅲ）
＋10
／ 100

（Ⅳ）
＋5
／ 100

１回につ
き100単
位を加算

１人１日
当たり
100単位
を加算

注

特定事業
所加算

注

特別地域
加算

注

緊急時対
応加算

（月 2 回
を限度）

注

喀痰吸引
等支援体
制加算

イ　居宅に
おける身
体介護

ロ　通 院 等
介助（身体 
介護を伴
う場合）

ハ　家事援
助

ニ　通院等
介助（身体
介護を伴
わない場
合）

基本部分

（1）30分未満 （245単位）
（2）30分以上１時間未満 （388単位）
（3）１時間以上１時間30分未満 （564単位）
（4）１時間30分以上２時間未満 （644単位）
（5）２時間以上２時間30分未満 （724単位）
（6）２時間30分以上３時間未満 （804単位）
（7）３時間以上 （884単位に
　　　　　　　　　  30分を増すごとに＋80単位）

（1）30分未満 （245単位）
（2）30分以上１時間未満 （388単位）
（3）１時間以上１時間30分未満 （564単位）
（4）１時間30分以上２時間未満 （644単位）
（5）２時間以上２時間30分未満 （724単位）
（6）２時間30分以上３時間未満 （804単位）
（7）３時間以上 （884単位に
　　　　　　　　　  30分を増すごとに＋80単位）

（1）30分未満 （101単位）
（2）30分以上45分未満 （146単位）
（3）45分以上１時間未満 （189単位）
（4）１時間以上１時間15分未満 （229単位）
（5）１時間15分以上１時間30分未満 （264単位）
（6）１時間30分以上 （298単位に
　　　　　　　　　  15分を増すごとに＋34単位）

（1）30分未満 （101単位）
（2）30分以上１時間未満 （189単位）
（3）１時間以上１時間30分未満 （264単位）
（4）１時間30分以上 （331単位に
　　　　　　　　　  30分を増すごとに＋67単位）

ホ　通院等乗降介助 （97単位）

初回加算 （１月につき200単位を加算）

福祉専門職員等連携加算（90日の間，３回を限度）
 （１回につき564単位を加算）

利用者負担上限額管理加算（月１回を限度）
 （１回につき150単位を加算）

福 祉・介 護
職員処遇改
善加算

イ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
 （１月につき＋所定単位×221 ／ 1000）
ロ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
 （１月につき＋所定単位×123 ／ 1000）
ハ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
 （１月につき＋ロの90 ／ 100）
ニ　福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
 （１月につき＋ロの80 ／ 100）

福祉・介護職員処遇改善特別加算
 （１月につき＋所定単位×41 ／ 1000）

注１　所定単位は,基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算,福祉・介護職員処遇改善特別加
　　算を除く）を算定した単位数の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善特別加算と選択することとし,併給不可

注１　所定単位は,基本報酬及び各加算（福祉・介護職員処遇改善加算,福祉・介護職員処遇改善特別加
　　算を除く）を算定した単位数の合計
注２　福祉・介護職員処遇改善加算と選択することとし,併給不可

歩行 「全面的な支援が必要」
移乗 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
移動 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排尿 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排便 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」

従業者＊1 常勤換算方法で2.5人以上
資格要件 ①介護福祉士　②介護福祉士実務者研修修了者　③居宅介護職員初任者研修修了者　④障害者居

宅介護従業者基礎研修修了者　⑤重度訪問介護・同行援護・行動援護従業者養成研修修了者　等
サービス提供
責任者＊2
（管理者が兼
務可能）

次の①～④のいずれかに該当するように配置（原則常勤，一部非常勤可）
①月間のサービス提供時間450時間当たり１人以上　②従業者の数が10人当たり１人以上　③利
用者の数が40人当たり１人以上（通院等乗降介助のみの利用者は0.1人で計算）　④常勤で３人以
上配置，かつ，サービス提供責任者の業務に主として従事するものを１人以上配置している場合
は，③にかかわらず利用者の数が50人当たり１人以上

資格要件 ①介護福祉士　②介護福祉士実務者研修修了者　③介護職員基礎研修修了者　④居宅介護従業者
養成研修修了者　⑤居宅介護職員初任者研修修了者で介護等の業務の実務経験3年以上　⑥介護
保険の指定訪問介護事業所等のサービス提供責任者の要件に該当する人

管理者 常勤専従（支障がなければ，事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所・施設等の職務に従事可）
＊1 居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護の事業を併せて行う場合，①従業者は一の居宅介護事業所等として置くべき員数，②サー

ビス提供責任者は合わせた事業規模に応じ１以上等，③管理者は兼務可能などの特例があります。
＊2 介護保険の指定訪問介護事業者等が，居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護を同一事業所で併せて行う場合は，指定居宅介

護等の基準を満たすとみなされます。このとき，サービス提供責任者の員数は，①訪問介護等と居宅介護等の合計利用者数に応じ必要
とされる員数以上，または②訪問介護等と指定居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上を配置します。なお，指定居
宅介護等と指定訪問介護等のサービス提供責任者は兼務することができます。

◆事業所の人員基準（概要）

■特定事業所加算：①サービス提供体制の整備，②良質な人材の確保（介
護福祉士30％以上など），③重度障害者への対応という条件を満たす事
業所（Ⅰ，Ⅳは①②③，Ⅱは①②，Ⅲは①③を満たす場合）
■特別地域加算：中山間地域等でのサービス提供
■緊急事対応加算：計画に位置づけられていないサービスを，利用者の要
請を受けて24時間以内に提供した場合
■喀痰吸引等支援体制加算：介護職員によるたんの吸引を実施した場合

◎初回加算：新規にサービス等利用計画を作成した利用者に対してサービ
ス提供責任者がサービス提供等を行った場合
◎利用者負担上限額管理加算：利用者負担額合計額の管理を行った場合
◎福祉専門職員等連携加算：社会福祉士等の専門職と連携し，利用者の心
身の状況等の評価を共同して行った場合
◎福祉・介護職員処遇改善加算：賃金の改善や研修の実施を評価
◎福祉・介護職員処遇改善特別加算：賃金の改善を評価

単位数表・指定基準からＱＡまで　すべての情報が一冊に
制度の全体像を解説，単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載
●障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく，障害福祉サービスの基準，とくに報酬算定と請求に照準をあ

て，実務上役立つように編集しました。

●障害福祉サービス提供事業者・施設や相談支援事業者をはじめ，行政担当者，報酬関係実務担当者に待望の
一冊です。

障害福祉サービス 報酬の解釈
定価　本体4,500円＋税／Ｂ５判・約1,200頁
ISBN978-4-7894-1732-7 C3036 ¥4500E
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費用算定基準（単位数表）
告示，関係告示および留
意事項通知について，そ
れぞれの対応をわかりや
すくレイアウト

直近の改正部分を下線で示し，告示
と通知の対応は項番で明示。通知内
で準用する項目は再掲します

制度の全体像から
多様なサービスの
概要，支給決定，
請求・支払までを
解説

報酬算定構造やサー
ビス提供実績記録票
記載例等の必携資料
を２色で掲載


